
仕入先のグリーン度を評価�

　ムラタ製品の一部となる原材料などの資材や量産工程で

使用する資材、製品の包装に用いる資材、設備などを購入す

る国内の仕入先については、新規取引を開始する前に、環境

への取り組みを評価・確認しています。�

　継続的に取引を行う仕入先については、定期的に環境管理

の仕組みや環境への影響について調査し、Ｑ（品質）Ｃ（価格）

Ｄ（納期）などとあわせて評価しています。�

　環境への取り組みについての調査・評価の結果、ムラタが、

さらなる改善が必要と判断した仕入先には、改善をお願いし

ています。�

　ムラタでは1998年から、「化学物質審査登録制度」を構

築し、2000年から国内グル－プ全体でこれに基づいた化学

物質の自主管理を実施しています。�

  この制度の特徴は、製品の量産に際して使用する化学物質

はMSDS*1（Ｍaterial Safety Data Sheet）を入手し、

使用する前に必ず村田製作所人事・環境スタッフ部門などに

よるスタッフ審査と事業所審査を受審させます。これにより、

国内外の化学品法、環境各法や労働安全衛生法及びムラタの

自主規制への適合性を確認するとともに、地方条例への適合

性も確認しています。 �

　審査を通過した化学物質のみに独自の番号が付与され、ム

ラタのデータベースに登録されたうえで購入及び取り扱い可

能となります。このように化学物質の適正な使用を確実にす

るとともに、環境負荷の少ない製品の商品化に努めています。�

環境保全活動�

製品における環境保全の取り組み�

資材調達品のグリーン度を評価�

　ムラタ製品の一部となる原材料などの資材や量産工程で

使用する資材、ムラタ製品の包装に用いる資材の採用にあ

たっては、資材自体の環境影響度合い（資材グリーン度）

をムラタの基準で評価し、採用可否を判断しています。�

　事務用品、OA機器、アメニティー関連の購入品など製

品の製造に直結しない物品についても、より環境によいも

のを購入、使用するよう自主基準を定めて調達を進めてい

ます。�
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評価内容�

グリーン調達の仕組み�

生産用途資材�

仕入先グリーン度評価�

資材グリーン度評価�

生産用途以外の資材�

新規仕入先認定時の評価�

登録仕入先の定期評価�

認 定� 登録仕入先�

取引方針への反映�

環境管理改善のお願い�

資材ごとの調達是非を判断します。�

共通の評価項目ではなく、順次アイテムごとに調達基準を定めて、�
基準を満足するものを調達しています。�

※設備などについてはこの仕組みとは別に個別ケースごとに検討しています。�

事業活動における環境保全の取り組み�

化学物質審査登録制度を導入�

化学物質情報�
データベース�

情報の共有化�

審査済みデータ�

閲 覧�

ムラタ化学物質審査登録制度の特徴�

化学物質審査登録の流れ�

審査申請（使用部門）�

村田製作所スタッフ審査�

事業所審査�

データベースへ登録�

審査登録された物質のみ取り扱い可能 

・ 労働安全衛生面�

・ 各種環境法令適合面�

・ TSCA*2等の管理面�

・ 自主規制適合面�

�

・ 地方条例・受け入れ体制面�

グリーン調達�
　ムラタ製品が環境にとってよい製品であるためには、その

製品を作るために調達する資材も環境によい材料を使用し、

環境によいプロセスで製造されたものでなければなりません。

　ムラタでは2001年に国内の仕入先に冊子『グリーン調達

ガイド』を配布し、ムラタの環境負荷軽減に向けた基本理念

をPRし、次のような資材調達活動を行っています。�

化学物質管理�

ムラタでは、製品の環境負荷を削減する取り組みとは別に、取り扱う化学物質の適正管理や地球温暖化防止、省資源・廃棄物

削減などの事業活動に起因する環境負荷の削減にも積極的な取り組みを進めています。�

*1 MSDS�
Material Safety Data Sheet（化学物質安全性データシート）の略。�

化学物質の危険有害性について安全な取り扱いを行うために、その物質名・供給者名・危

険有害性・安全対策・緊急時の対応などに関する不可欠な情報を記載した資料。�

*2 TSCA�
Toxic Substances Control Act（有害化学物質規制法）の略。�

有害化学物質から人の健康と環境を守るため、化学物質の製造・取り扱い・使用を規制

する米国の法律。新規化学物質の製造、輸入、米国への輸出にあたっては、事前に安全

性データ、その他必要情報のEPA（米国環境保護庁）への届け出、審査などが必要。�

（1）環境マネジメントシステム規格（ISO１４００１）�
 の第三者認定を取得していますか。�
�
（2）文書化された環境に関する企業理念もしくは�
 方針がありますか。�
�
（3）文書化された自主的な環境管理基準もしくは�
 改善目標がありますか。�

仕入先の�
・環境管理体制�
・環境取り組み状況�
・環境影響�
�
購入資材の�
・化学物質含有状況など�

・法令や規制の遵守 使用前の審査�

・有害物質の使用を回避 登録物質のみ取り扱い�

 （購入、製造、保管、販売）可能�

・情報の共有化 データベースへの登録�


